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第２４期  宝塚市農業委員会  令和５年第７回議事録  

 

１．日    時    令和５年（2023年）７月１４日（金）14時00分～1４時４0分  

 

２．場    所    ホテル若水  会議室  

 

３．農業委員定数   １３人  

 

４．出席委員   

１番  平塚  三郎        ８番  中西  惠子  

２番  今里  淺一        ９番  平井  公雄  

３番  阪上  勝弥       １０番  林  五郎  

４番  山添  令子       １１番  上田  健  

５番  中西  瞳         １２番  嶽  広行  

６番  阪上  秀一       １３番  篠木  秀夫  

７番  塚本  俊昭                

 

５．欠席委員   なし 

 

６．農地利用最適化推進委員定数  ５人  

 

７．出席農地利用最適化推進委員   

１番阪上委員、２番辻井委員、３番東委員、４番福井委員、５番和田委員  

 

８．欠席農地利用最適化推進委員    

   なし 

 

９．事 務 局   

参事  鈴木陽子  事務局長  溝渕良樹  係長  木元富夫  事務職員  鈴木恒  

 

１０．議   題  

１ 議案第９８号  非農地証明願の件  

２ 議案第９９号  農地法第３条第１項の規定による許可申請の件  

３ 議案第１００号  農用地利用集積計画決定の件  

４ 議案第１０１号  生産緑地に係る農業の主たる従事者証明願の件  

１ 報告第１２５号  農地法第４条第１項第７号の規定による届出の件  

２ 報告第１２６号  農地法第５条第１項第６号の規定による届出の件  

３ 報告第１２７号  相続税の納税猶予に関する適格者証明の件  

４ 報告第１２８号  相続税の納税猶予に関する引き続き農業経営を行っている旨の証明  

の件  
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令和５年第７回宝塚市農業委員会  総会  

                         日時：令和５年７月１４日  

開会  午後４時００分  

 

○林会長  第２４期宝塚市農業委員会令和５年第７回総会を開催いたします。本日、欠席者

はなし、第７回総会は成立しています。本日の議事録署名人は１番平塚委員、２番今里委員に

お願いします。事務局長から諸般の報告をお願いいたします。 

○事務局長  （諸般の報告） 

○林会長  何か意見、質問はありますか。無いようですので、議案審議に移ります。 

 議案第９８号  非農地証明願の件を議題といたします。事務局から説明願います。 

○事務局  議案第９８号  非農地証明願の件。別紙のとおり、非農地証明願がありましたので、

御審議願います。 

 １件目、願出人、（住所）、（氏名）さん。土地の表示、小林（地番）、地目は田、地積は９０６

㎡、所有者は（氏名）さん。農地でなくなった時期と状況は、平成１０年以前ということで、現況

は駐車場。地目変更登記のため、非農地証明の発行依頼がありました。 

 ２件目、願出人、（住所）、（氏名）さん。土地の表示、旭町（地番）、地目は田、地積は３４㎡、

所有者は（氏名）さん。農地でなくなった時期は昭和４５年。現況は自宅の庭。地目変更登記

のため、非農地証明の発行依頼がありました。 

 ３件目、願出人、（住所）、（氏名）さん。土地の表示、平井（地番）、（地番）。地目は、田。地

積は、それぞれ２０４㎡と２６４㎡。所有者は（氏名）さん。農地でなくなった時期は、昭和５０年

以前。現況は宅地の一部です。地目変更登記のため、非農地証明の発行依頼がありました。 

○林会長  確認委員の意見を伺います。 １件目、平塚委員。 

○平塚委員  特に問題はありませんでした。 

○林会長  ２件目、篠木委員。 

○篠木委員  特に問題はありませんでした。 

○林会長  ３件目、阪上勝弥委員。 

○阪上勝弥委員  特に問題はありませんでした。 

○林会長  何か質問はありますか。特にないようですので、採決いたします。非農地証明願の

件について、証明することに賛成の農業委員は、挙手願います。  

（挙手） 

○林会長  全員が賛成ですので、証明することといたします  続いて、議案第９９号  農地法第

３条第１項の規定による許可申請の件を議題といたします。事務局から説明願います。 
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○事務局  議案第９９号農地法第３条第１項の規定による許可申請の件。別紙のとおり、農地

法第３条第１項の規定による許可申請がありましたので、御審議願います。 

○事務局  １件目、２件目を併せて説明します。譲受人、（氏名）さん、１件目の譲渡人、（氏

名）さん、２件目の譲渡人、（氏名）さん。長谷字（地番）、地目は畑。地積は１件目が４，９０８

㎡、２件目が１，５６６㎡。  

３件目、譲受人、（氏名）さん。譲渡人が（氏名）さん。大原野字（地番）ほか６筆。地目は田・

畑、合計が２，２４０.９１㎡。合計７筆あり、屋敷とその周りの小さな農地等々です。 

○林会長  確認委員の意見を伺います。１、２番の案件、嶽委員。 

○嶽委員  私も農業委員になって、何回かパトロールしていますが、草が生え、問題のある場所

だったので、そこを若い（氏名）さんが、できるだけ周りに迷惑かからんように何とかしたいと言

ってくれた。私は問題ないと思います。 

○林会長  ３番の案件、上田委員。 

○上田委員  特に、問題ないと思います。 

○林会長  何か質問はありますか。特にないようですので、採決いたします。  農地法第３条第

１項の規定による許可申請の件について、許可することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（挙手） 

○林会長  全員が賛成ですので、許可することといたします。続いて、議案第１００号農用地集

積計画決定の件を議題とします。事務局から説明願います。  

○事務局  議案第１００号  農用地利用集積計画決定の件。宝塚市長から農業経営基盤強

化促進法等の一部を改正する法律附則第５条の規定による農用地利用集積計画について

意見を求められましたので、御審議願います。 

 １件目、貸主が（氏名）さん、借主が（氏名）さん。大原野字（地番）の地目、田となっており

ます。１月１日からの５年間の賃貸借です。 

 ２件目、貸主が（氏名）さん、貸主が（氏名）さん。大原野字（地番）で合計４筆、５月１日か

らの５年間の賃貸借です。 

 ３件目、貸主が（氏名）さん、借主が（氏名）さん。長谷字（地番）と大原野字（地番）。１月１

日から３年間の賃貸借です。 

 ４件目、貸主が（氏名）さん、貸主が（氏名）さん。大原野字（地番）、（地番）、（地番）の３

筆。８月１日から１０年間です。 

 ５件目、貸主が（氏名）さん。借主が（氏名）さん。切畑字（地番）、令和５年８月１日から７年

まで２年間の賃貸借です。 

 ６件目、貸主が（氏名）さん、借主が（氏名）さん。長谷字（地番）、令和５年７月１日から５年

間で使用貸借です。 

○林会長  確認委員の意見を伺います。１、２、４件目、中西瞳委員。 
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○中西瞳委員  １、２件目は契約更新なので、特に問題はありません。４件目は初めて借りられ

るんですけれど、野菜を作っていくと伺っているので、特に問題はないと思います。 

○林会長  ３、６件目、嶽委員。 

○嶽委員  特にございません。 

○林会長  ５件目、和田推進委員。 

○和田推進委員  今まで、所有者が耕作をしようと、結構、手こずっておられた農地になります。

新たにイチジクを栽培するということを聞いており、新しい展開があるのかなということで、期待

をしながら見守っていきたいなと思います。 

○林会長  何か質問はありますか。特にないようですので、採決いたします。農用地集積計画

決定の件について、決定することに賛成の農業委員は挙手願います。  

（挙手） 

○林会長  全員が賛成ですので決定することといたします。 

 続いて、議案第１０１号  生産緑地に係る農業の主たる従事者証明願の件を議題といたしま

す。事務局から説明願います。 

○事務局  議案第１０１号生産緑地に係る農業の主たる従事者証明の件。別紙のとおり、生

産緑地法第１０条の規定による農業の主たる従事者の証明願がありましたので、御審議願い

ます。 

 申請者、（住所）、（氏名）さん。申請地、中筋（地番）、地目は田、７１２㎡のうち４９８㎡。証

明をする従事者は（氏名）さん。申請の理由は（個人情報）。その他として、登記事項証明書、

（個人情報）、農会長・農業委員の証明書が添付。６月１２日に（氏名）さんが来課され、事務

局と面談済です。 

○林会長  確認委員の意見を伺います。今里委員。 

○今里委員  特に問題ないと思います。 

○林会長  何か質問はありますか。 特にないようですので、採決いたします。 

 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明願の件について、証明することに賛成の農業委員

は挙手願います。 

（挙手） 

○林会長  全員が賛成ですので、証明することといたします。 

 続いて、報告事項に移ります。報告第１２５号  農地法第４条第１項第７号の規定による届出

の件を報告いたします。事務局から説明願います。 

○事務局  報告第１２５号  農地法第４条第１項第７号の規定による届出の件。別紙のとおり、

農地法第４条第１項第７号の規定による届出があったもののうち、専決処分したものについて

報告します。 

 １件目、届出者、（住所）、（氏名）さん。届出地、中筋（地番）ほか３筆、全て畑、地積は合計
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７９８㎡、耕作者は（氏名）さん。転用目的は共同住宅。造成はなし。建設期間は、令和５年８

月１日から２５０日間。施設の概要は鉄骨造三階建て、１，３７０㎡。 

○林会長  地区担当農業委員の意見を伺います。今里委員。 

○今里委員  はい、特に問題ありません。 

○林会長  何か質問はありますか。特にないようですので、続いて、報告第１２６号  農地法第

５条第１項第６号の規定による届出の件を報告いたします。事務局から説明願います。 

○事務局  報告第１２６号  農地法第５条第１項第６号の規定による届出の件。別紙のとおり、

農地法第５条第１項第６号の規定による届出があったもののうち、専決処分したものについて

報告します。 

 １件目、届出者、（住所）、（氏名）、譲渡人、（住所）、（氏名）さん。届出地、口谷東（地番）、

地目、畑、地積は５７７㎡、耕作者はなし。転用目的は、住宅建設（５戸）、造成期間は開発許

可後１２０日、建設期間は造成後１８０日間。施設の概要は、木造二階建て、一棟当たりが約

１００㎡。権利の種類は所有権。 

２件目、届出者、（住所）、（氏名）。譲渡人、（住所）、（氏名）さん。届出地、星の荘（地番）ほ

か１筆、全て田、２筆計で６７㎡です。耕作者はなし。転用の目的は住宅用地。造成期間なし。

建設期間は令和５年９月１日から９０日間。施設の概要は木造三階建て、延べ床９２．３５㎡。

権利の種類は所有権。その他としまして、無断で転用していたという始末書が添付されており

ました。 

○林会長  地区担当農業委員の意見を伺います。１件目、阪上秀一委員。 

○阪上秀一委員  はい、問題ありませんでした。 

○林会長  ２件目、篠木委員。 

○篠木委員  特に問題はありませんでした。 

○林会長  何か質問はありますか。特にないようなので、続いて報告第１２７号  相続税の納税

猶予に関する適格者証明の件を報告いたします。事務局から説明願います。 

○事務局  報告第１２７号  相続税の納税猶予に関する適格者証明の件。別紙のとおり、租税

特別措置法第７０条の６第１項の規定の適用を受けるための適格者であることを証明したの

で、報告します。 納税猶予の農地は、山本野里（地番）、面積は６３２㎡。事務局が植木の圃

場としてきれいに扱っておられると確認済です。 

○林会長  確認委員の意見を伺います。阪上秀一委員。 

○阪上秀一委員  問題ありませんでした。 

○林会長  何か質問はありますか。特にないようなので、続いて報告第１２８号  相続税の納税

猶予に関する引き続き農業経営を行っている旨の証明の件を報告いたします。事務局から説

明願います。 

○事務局  報告第１２８号  相続税の納税猶予に関する引き続き農業経営を行っている旨の
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証明の件。別紙のとおり、租税特別措置法第７０条の６第１項の規定の適用を受ける農地等

に係る農業経営を引き続き行っていることを証明したので、報告します。  

 １件目、申請人、（住所）、（氏名）さん。農業経営期間、令和２年６月１９日から令和５年６月

１６日。耕作面積は２４８㎡。納税猶予農地は、安倉北（地番）。証明年月日は令和５年６月１

６日。畑として利用。 

２件目、申請人、（住所）、（氏名）さん。農業経営期間、令和２年６月１６日から令和５年６月

７日。耕作面積は５，０４２㎡、安倉西（地番）ほか７筆で合計８筆、全て自作地で５，０４２㎡。

証明年月日は令和５年６月７日。畑、水稲、果樹として利用。 

 ３件目。申請人、（住所）、（氏名）さん。農業経営期間、平成３０年１２月１８日から令和５年

６月６日。耕作面積は１，２００㎡のうち１，１６４.３㎡。納税猶予農地は、口谷東（地番）、全て

自作地で１，２００㎡のうち１，１６４.３㎡。証明年月日は令和５年６月６日。今後も肥培管理す

るよう通知・指導した上で証明しました。 

 ４件目、申請人、（住所）、（氏名）さん。農業経営期間、令和２年３月３１日から令和５年６月

２２日。耕作面積は２，９４１㎡。納税猶予農地は、口谷東（地番）ほか３筆、合計２，９４１㎡。

証明年月日は令和５年６月２２日。イチジク、畑として利用。 

５件目、申請人、（住所）、（氏名）さん。農業経営期間、令和２年７月８日から令和５年６月２

３日。耕作面積は９５１㎡。納税猶予農地は、安倉中（地番）ほか１筆、合計９５１㎡。証明年月

日は令和５年６月２３日。現況、水稲として利用。 

○林会長  何か質問はありますか。特にないようですので、以上で本日の議案４件、報告４件

について、審議等は終了します。これをもちまして、令和５年第７回総会を閉会いたします。 

閉会  

  

以上、会議の内容を記載し、相違ないことを認証する  

 

１０番（会長）  林  五  郎  

 

 

１番      平  塚  三  郎  

 

 

２番      今  里  淺  一  


